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第１章  総 則 

 

（趣 旨） 

第１条 本仕様書は、大町市（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に対

し発注する大町市立地適正化計画作成及び緑の基本計画策定業務（以下「本業務」とい

う。）について、一般的事項を規定したものである。 

 

（受託者の責務） 

第２条 本業務は、本仕様書によるほか、以下の書類及び関係法令、規程等に基づき、市長

の指定する職員（以下「監督員」という。）の指示に従い、本業務を正確に実施しなけ

ればならない。 

（１） 契約書 

（２） 設計図書 

（３） 都市緑地法 

（４） 都市公園法 

（５） 都市計画関係法令 

（６） 立地適正化計画作成の手引き（平成30年４月25日版：国土交通省都市局都市計画課） 

（７） 新編緑の基本計画ハンドブック 

（８） 大町市の諸規則 

（９） その他の関係法令、規則等 

 

（業者登録及び配置技術者） 

第３条 乙は、建設コンサルタント登録規定（昭和52年建設省告示第717号）による建設コン

サルタント登録（建設部門：都市及び地方計画）を有し、管理技術者、照査技術者及び担

当技術者をもって、秩序正しい業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門につい

ては、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。 

２ 管理技術者は、技術士（総合技術監理部門 建設－都市及び地方計画又は建設部門 都市及

び地方計画）の資格を有する者とし、両計画策定の兼務は認めない。                      

３ 管理技術者は、契約書に基づき、業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとす

る。 

４ 管理技術者は、技術上の管理を行うに必要な能力と経験を有する技術者でなければなら

ない。  

５ 照査技術者は、技術士（総合技術監理部門 建設－都市及び地方計画又は建設部門 都市及

び地方計画）の資格を有するものとする。 

 

（業務計画の提出） 

第４条 乙は、本業務の実施に先立ち、着手届、主任技術者届、工程表及び詳細な作業実施

計画書を監督員に提出し、承認を受けるものとする。 
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（土地の立入り等） 

第５条 乙は、業務遂行に当たり、第三者の土地に立ち入る場合は、あらかじめ土地の所有

者等の了解を求め、紛争が起こらないように留意しなければならない。 

２ 業務遂行中に第三者により受け、又は第三者に与えた損害は、乙において負担するもの

とする。 

 

（関係機関の諸手続き） 

第６条 業務遂行のための必要な関係官公署その他関係機関に対する諸手続は、乙の責任に

おいて処理しなければならない。 

 

（資料貸与） 

第７条 本業務で使用する資料収集において、乙はあらかじめ必要な資料のリストを作成

し、甲に提出するものとする。その貸与方法及び閲覧方法については、甲と乙が協議し

決定するものとする。 

２ 使用する資料は、関係官庁及び関係団体において作成されたもので、出典と時点の明記

がされたものとする。 

３ 貸与された資料について、乙は保存管理に留意するとともに、業務完了後は速やかに返

納し、甲の確認を受けなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、業務遂行上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。 

 

（打合せ等） 

第９条 乙は、作業期間中における監督者との打合せを密に行うとともに、詳細な点につい

ては、更に緊密な連携を保ちながら作業し、打合せごとに協議簿を作成し、監督者に提

出して承認を受けるものとする。 

 

（品質管理） 

第１０条 乙は、本業務の進捗状況を随時監督員に報告し、適切な工程管理を実施するとと

もに、品質管理を行うものとする。 

 

（成果品の検査等） 

第１１条 乙は、業務を完了したときは、速やかに成果品を監督員に提出して検査を受けな

ければならない。なお、監督員は、作業の完了する前においても、その実施状況につい

て随時検査を行うことができるものとする。 

 

（成果品の品質保証） 

第１２条 成果品は、定められた規定等の諸条件を満たしていなければならない。なお、業

務完了後にあって、乙の過失又は疎漏に起因する成果品の不良箇所が発見された場合
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は、監督員が必要と認める訂正、補足その他の必要な作業を、乙の負担において実施し

なければならない。 

 

（成果品の帰属） 

第１３条 本業務の成果品は、すべて甲に帰属するものとし、甲の許可なく公表し、貸与し

及び使用してはならない。 

 

（疑 義） 

第１４条 乙は、本業務を実施するにあたり、本仕様書に疑義が生じた場合、又は明記され

ていない事項については、速やかに報告し、監督員と協議の上、その指示に従うものと

する。 

 

（工期及び納入場所） 

第１５条 本調査の工期及び納入場所は、以下のとおりとする。 

１ 工  期   契約の日から令和４年３月25日（金） 

２ 令和２年度の成果品（中間報告書）は、令和３年３月26日（金）の納品とする。 

３ 納入場所   大町市建設水道部建設課計画係 

 

 

第２章 立地適正化計画作成業務 

 

（調査対象区域） 

第１６条 本業務の調査対象区域は、大町市全域とする。 

 

（目 的） 

第１７条 国では本格的な人口減少社会の到来に当たり、2050年を見据え未来を切り開いて

いくための国土づくりの理念・考え方を示す「国土のグランドデザイン2050」を策定

し、その中で、多様性と連携による国土・地域づくりの手段として、「コンパクト・プラ

ス・ネットワーク」により「新しい集積」を形成し、国全体の「生産性」を高める国土

構造を目指すとしている。 

平成26年８月に都市再生特別措置法の一部を改正する法律が施行され、「コンパクト・プ

ラス・ネットワーク」の都市構造を具体化する「立地適正化計画」が作成できることとな

った。 

本市でも、人口減少や高齢化傾向においても持続可能な都市づくりの実現に向けて、大

町市第５次総合計画との整合を図りながら、具体的な施策を推進するため、「立地適正化

計画」の作成をするものである。 

 

 (業務計画及び資料収集整理） 

第１８条 乙は、業務着手前に、作業手法、使用する主要な機器、要員、日程等について適
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切な業務計画を立案し、本業務に必要な資料を収集し、整理するものとする。 

 

（業務内容） 

第１９条 本業務の各年度の内容は、以下のとおりとする。 

【令和２年度】 

１ 計画準備 

「立地適正化計画」作成に当たり、本市で同計画を作成する必要性を十分認識した

上で、年度ごとの業務の範囲、内容を明確化した作業計画書を作成する。 

なお、計画作成に当たっては、「立地適正化計画作成の手引き」に準拠するものと

する。 

 

２ 上位・関連計画整理 

関連分野の計画・施策等を把握し、立地適正化計画と連携を図るべき方針や施策等

を整理する。 

３ 各種基礎的データの収集と都市の現状把握 

各種基礎的データを収集し、都市の現状把握及び将来見通しに関する分析、類似規

模都市との比較分析による都市構造評価を行う。なお、データの収集方法や分析方法に

ついては、「立地適正化計画作成の手引き」及び「都市構造の評価に関するハンドブッ

ク」を参照するものとし、下記の項目とする。 

 

（１）人口（総人口・年齢層別人口の推移、DID人口・区域の動向 等） 

（２）土地利用（土地利用状況の動向、開発許可の動向、空き家の状況 等） 

（３）都市交通（公共交通の動向、市民の交通行動の動向 等） 

（４）経済活動（床面積・床効率の動向 等） 

（５）財政（歳入・歳出構造、整備年度別公共施設・インフラの状況 等） 

（６）地価（地価の動向 等） 

（７）災害（災害履歴・各種ハザード区域の動向 等） 

（８）その他必要に応じ追加する。 

 

なお、本調査において、（２）土地利用の項目として「市街地内の未利用地調査」を

実施するものとする。 

 

４ 住民意向調査 

「立地適正化計画」作成に当たり、「住民意向」を計画に反映するために市民を対象

としたアンケート調査を実施する。この場合においては、当該アンケート調査に要する

費用は乙の負担とする。 

なお、アンケート調査は別途実施する「緑の基本計画策定業務」と連携して調査し、

16歳以上の一般市民の中から2,000人を無作為抽出し、対象とする。 
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また、アンケートの調査方法・内容については、乙の提案を参考に、甲と協議の上定

めるものとする。 

 

５ 人口の将来見通しに関する分析 

国立社会保障・人口問題研究所が公表している将来推計人口の推計方法及び推計値

を採用し、地区別・メッシュ別将来人口を推計する。また、推計結果をもとに、人口密

度、年齢層別人口等の動向について分析する。 

 

６ 現状及び将来見通しにおける都市構造上の課題の分析 

（１）現状及び将来見通しにおける課題分析 

都市の現状把握及び人口の将来見通しに関する分析を踏まえ、以下の項目につ

いて、都市が抱える課題の現状及び将来見通しに関する分析を行う。 

①土地利用（地域経済の生産性・持続可能性 等） 

②都市交通（公共交通の利便性・持続可能性 等） 

③経済・財政（財政の健全性 等） 

④災害（災害等に対する安全性 等） 

⑤都市機能（生活サービス施設の利便性・持続可能性 等） 

⑥その他必要に応じ追加する。 

 

（２）都市構造評価 

「都市構造の評価に関するハンドブック」（国土交通省）に準拠し、以下の評価

分野について、類似規模都市との比較分析を行い、本市の都市構造を評価する。 

①生活利便性 

②健康・福祉 

③安全・安心 

④地域経済 

⑤行政運営 

⑥エネルギー／低炭素 

 

【令和３年度】 

７ 目指すべき都市の骨格構造の検討 

抽出された課題を解決するために、目指すべき将来の都市の骨格構造について検討

し、併せて基幹的な公共交通軸についての検討を行う。 

 

８ まちづくりの基本方針の設定 

将来の都市構造の検討を踏まえ、立地の適正化に関する基本的な方針に関する以下

の項目について検討を行う。なお、検討に当たっては、大町市都市計画マスタープラン

で定める都市づくりの基本理念等と整合を図るものとする。 
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①立地適正化計画の区域の検討 

②まちづくりの方針の検討 

③都市の骨格構造構築を支援するための公共交通のあり方の検討 

④課題解決のために必要な施策・誘導方針（ストーリー）の検討 

 

 

９ 都市機能誘導区域の設定 

都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及

び当該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘導施

設」という。）の検討を行う。 

 

10 居住誘導区域の設定 

都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）の設定を行

う。 

 

11 都市機能及び居住を誘導するための具体的施策の検討 

（１）都市機能誘導施策の検討 

都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を誘導するために市が講ずべき財政上、金

融上、税制上の支援措置等の施策及び施策の推進に関連して必要な事項の検討を行

う。また、都市機能誘導区域内に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事

項について検討を行う。 

① 誘導施設の整備に関する事業 

② ①に掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、都

市再生特別措置法に基づく事業その他国土交通省令で定める事業 

③ ②に掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事業 

 

（２）居住誘導施策の検討 

居住誘導区域内に居住を誘導するために市が講ずべき財政上、金融上、税制上の

支援措置等の施策及び施策の推進に関連して必要な事項の検討を行う。 

 

（３）防災指針の作成 

居住誘導区域内等で行う防災対策・安全確保策を検討し、防災指針を作成する。 

 

12 区域設定に伴う目標値の設定及び評価方法の検討 

立地適正化計画の遂行により実現しようとする目標値及び目標達成により期待され

る効果について検討を行う。併せて、目標値等の達成状況の評価及び進行管理方法につ

いて検討を行う。 
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13 庁内検討委員会、検討委員会の運営支援 

市が随時開催する「大町市立地適正化計画検討委員会（仮称）」及び「大町市都市計

画審議会」での検討に必要な会議資料等を作成するとともに、各会議に出席し会議の議

事録を作成する。 

 

14 市民意向等の反映（パブリックコメント） 

住民説明会及びパブリックコメントに必要なデータを作成するとともに、住民説明

会及びパブリックコメントで寄せられた意見のとりまとめを行う。 

 

15 計画のとりまとめ 

以上の検討結果を基に、計画書及び概要版の作成を行う。併せて、市のホームペー

ジで公表するための電子データ（PDFデータ等）の作成を行う。 

 

 

 

第３章 緑の基本計画策定業務 

 

（業務対象区域） 

第２０条 本業務の業務対象区域は、大町市全域とする。 

 

（目 的） 

第２１条 大町市は、西部に鹿島槍ヶ岳、爺ヶ岳など3,000ｍ級の北アルプスの雄大な山々

が連なり、中部山岳国立公園にも指定され、東部には1,000ｍ級の山々が連担し、緑豊か

な自然環境を有している。 

また、北アルプスを源とする高瀬川、鹿島川等の清流や、青木湖、中綱湖、木崎湖の仁

科三湖は、風致地区の指定もなされ、これら恵まれた自然の中に昔ながらの里山の風景も

残されており、緑地の保全や原風景の保全が大きな課題となっている。 

「緑の基本計画」は、都市緑地法を法的根拠とし、市町村が緑地の保全や緑化の推進に

関して、その将来像、目標、施策などを定める基本的な計画であり、この計画をもとに本

市の恵まれた緑地の保全や緑化の推進を図るものである。さらに、中心市街地においても

都市緑化の取り組みを行っており、大町市らしい「緑の基本計画」を策定するものである。 

 

 (業務計画及び資料収集整理） 

第２２条 乙は、業務着手前に、作業手法、使用する主要な機器、要員、日程等について適

切な業務計画を立案し、本業務に必要な資料を収集し整理するものとする。 

 

（業務内容） 

第２３条 本業務の各年度の内容は、以下のとおりとする。 
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【令和２年度】 

１ 計画準備 

大町市の「緑の基本計画」策定にあたり、業務の範囲、内容、スケジュール等を明確

化した「作業計画書」を作成する。 

 

２ 現況調査 

大町市の都市の状況、緑の状況に関する現況を調査し、分析・評価を行う。対象とす

る項目は以下を含めるものとする。 

（１）自然条件 地形、地質、気象、植生等 

（２）社会条件 沿革、人口・世帯、土地利用・規制、産業、道路・交通等 

（３）緑地・緑化状況 緑地分布、緑に関する施策等 

（４）その他の条件 景観、防災等 

 

３ 住民意向調査 

市民の緑に関する意向や緑化活動への参加意欲等をアンケートにより調査する。こ

の場合において、当該アンケート調査に要する費用は、乙の負担とする。 

アンケートの対象は、16歳以上の市民2,000人とし、無作為抽出する。 

なお、アンケートは、同時に進める「立地適正化計画」策定業務と連携し、調査方法

及びアンケートの内容は、技術提案を参考に、発注者と協議の上定めるものとする。 

 

４ 調査結果の分析・評価 

調査によって得られたデータを系統的に整理・図化し、それらを分析・評価する。 

 

５ 課題の整理 

現況調査、住民意向調査の分析結果より、本市の緑に関する問題点・課題を多面的

な視点から系統的に抽出・整理する。 

 

６ 基本理念の設定 

抽出された課題を背景に、本市における緑の保全や緑化の必要性を明確化するとと

もに、将来的な緑に関するあるべき姿、意義、役割等、基本的な理念を設定する。 

 

【令和３年度】 

７ 緑の目標と将来像の設定 

設定した「基本理念」に基づき、目指すべき緑に関する目標を設定し、目標達成に向

けたテーマ及び具体的指標を設定する。 

 

８ 緑地の配置の基本方針の設定 
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緑の将来像をもとに、緑地配置の基本方針や緑化の総括的な目標・方針を定める。 

 

９ 施策の体系の設定 

緑の基本理念、将来像、基本方針を実現させるため、緑化関連施策等を考慮しつつ、

緑の保全・創出、緑化を進めるための仕組みづくりに係る総合的な施策の体系を定める。 

10 緑地の保全及び緑化の目標の設定 

本市の特性や上位・関連計画本市の特性や上位・関連計画等を踏まえて、緑地の確

保目標水準、都市公園等の施設として整備すべき緑地の目標水準、緑化の目標などにつ

いて設定をする。 

 

11 主要機能別の緑地の配置計画 

計画の基本方針、緑地の保全及び緑化の目標を踏まえて、調査結果の解析・評価と

計画課題の整理をもとに、都市の構造、土地利用の動向等を考慮して緑地の配置方針に

関する計画を作成する。 

なお、配置方針配置方針については、適宜図等を活用し具体的かつ分かりやすいも

のとする。 

 

12 都市公園等の整備及び管理の方針 

近隣公園、地区公園、都市緑地等、都市公園の整備目標や配置、管理の方針を設定

する。また、中心市街地に設置されているポケットパーク等の整備や管理の方針を検討

する。 

 

13 緑地の保全及び緑化の推進のための施策 

上記の方針を踏まえ、緑地の保全と緑化の推進の実現化に向けて、施設緑地の整備

目標及び整備方針、緑地等の保全目標及び保全活用の方針、並びに緑化の目標及び推進

施策についてまとめる。 

 

14 重点緑化施策及び緑化重点地区の検討 

緑地の保全及び緑化の推進のために重点的に取り組む施策を設定し、目標の設定や

推進手法等について検討する。 

具体的に設定された緑化の保全、推進に関する施策の中から、住民意向に配慮し、

特に重点とすべき施策や地区を設定する。 

 

15 計画の進行管理 

計画の推進体制と進行管理の方法について検討を行う。 

 

16 パブリックコメント運営支援 
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パブリックコメントの実施に当たり、パブリックコメント用計画（案）を作成する

とともに、提出された意見の整理・分析及び回答（案）を作成する。 

 

17 庁内検討委員会、検討委員会の運営支援 

市が随時開催する庁内検討委員会、検討委員会及び都市計画審議会での検討に必要

な会議資料等を作成するとともに、各会議に出席し会議の議事録を作成する。 

 

 

第４章  成 果 品 

 

（成果品） 

第２４条 納入する成果品は、「立地適正化計画作成業務」「緑の基本計画策定業務」それ

ぞれについて以下のとおりとする。 

 （１） 業務報告書（Ａ４判）                      ２部(各年度） 

 （２） 同電子データ                           １式(各年度） 

 （３） 計画書（Ａ４判 カラー 無線綴じ）          100部(令和３年度)   

  （４） 同概要版（Ａ４判 カラー８ページ程度）        500部(令和３年度） 

 （５） その他業務で発生した資料で甲の必要と認めたもの  

２ 文書データについてはMicrosoft Word、図表データはMicrosoft Excelを使用するこ

と。 

３ 分析結果の空間情報データについては、庁内GIS等で閲覧できる形式（shapeファイル形

式等）として納品すること。 


